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令和３年第６回士別市議会臨時会会議録

令和３年 ８月１８日（水曜日）

午後１時３０分 開会

午後１時３４分 閉会

────────────────────────────────────────

本日の会議事件

開会宣告

会議録署名議員の指名

諸般の報告

日程第 １ 会期の決定について

日程第 ２ 議案９５号 士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を

改正する条例について

閉会宣告

────────────────────────────────────────

出席議員（１５名）

副議長 １番 井 上 久 嗣 君 ２番 真 保 誠 君

３番 苔 口 千 笑 君 ４番 村 上 緑 一 君

５番 喜 多 武 彦 君 ６番 西 川 剛 君

７番 十 河 剛 志 君 ８番 佐 藤 正 君

９番 谷 守 君 １１番 丹 正 臣 君

１２番 国 忠 崇 史 君 １３番 大 西 陽 君

１４番 谷 口 隆 德 君 １６番 山 居 忠 彰 君

議 長 １７番 遠 山 昭 二 君

────────────────────────────────────────

出席説明員

─────────────────────

─────────────────────

─────────────────────────────────────────

市 長 牧 野 勇 司 君 副 市 長 相 山 佳 則 君

総 務 部 長 中 舘 佳 嗣 君 市民自治部長 藪 中 晃 宏 君

健康福祉部長 田 中 寿 幸 君 経 済 部 長 鴻 野 弘 志 君

建設水道部長 千 葉 靖 紀 君

教 育 委 員 会

教 育 長
中 峰 寿 彰 君

教 育 委 員 会

生涯学習部長
三 上 正 洋 君

病 院 事 業

副 管 理 者
三 好 信 之 君 経営管理部長 東 川 晃 宏 君
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事務局出席者

─────────────────────────────────────────

議会事務局長 穴 田 義 文 君
議 会 事 務 局

総 務 課 長
岡 崎 浩 章 君

議 会 事 務 局

総 務 課 主 査
中 井 聖 子 君

議 会 事 務 局

総務課主任主事
駒 井 靖 亮 君
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（午後１時３０分開会）

○議長（遠山昭二君） 令和３年第６回臨時会が招集されましたところ、本日の出席議員は全員でありま

す。

ただいまから開会いたします。

直ちに会議を開きます。

────────────────────────────────────────

○議長（遠山昭二君） 本臨時会の会議録署名議員には、９番 谷 守議員、11番 丹 正臣議員、12

番 国忠崇史議員を指名いたします。

────────────────────────────────────────

○議長（遠山昭二君） ここで、事務局長から諸般の報告をいたします。

○議会事務局長（穴田義文君） 御報告申し上げます。

本日の議事日程及び諸報告については、配信のとおりでありますので朗読を省略いたします。

以上で報告を終わります。

────────────────────────────────────────

（朗読を経ないが掲載する）

１．市長から送付された議案は次のとおりである。

議案第９５号 士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する

条例について

２．本会議に出席する者は次のとおりである。

市 長 牧 野 勇 司 副 市 長 相 山 佳 則

総 務 部 長 中 舘 佳 嗣 市 民 自 治 部 長 藪 中 晃 宏

健 康 福 祉 部 長 田 中 寿 幸 経 済 部 長 鴻 野 弘 志

建 設 水 道 部 長 千 葉 靖 紀
市 民 自 治 部

朝 日 支 所 長
佐 藤 義 弘

企 画 課 長 大 橋 雅 民

総 務 課 長

( 併 ) 選 挙 管 理

委員会事務局長

半 澤 浩 章

財 政 課 長 丸 徹 也 環境センター所長 今 井 博 明

教 育 委 員 会

教 育 長
中 峰 寿 彰

教 育 委 員 会

生 涯 学 習 部 長
三 上 正 洋

病 院 事 業

副 管 理 者
三 好 信 之

市 立 病 院

経 営 管 理 部 長
東 川 晃 宏

市 立 病 院

総 務 課 長
池 田 亨

農 業 委 員 会

会 長
保 科 隆 志

農 業 委 員 会

会長職務代理者
上 野 浩 二

農 業 委 員 会

事 務 局 長
林 秀 忠

監 査 委 員 吉 田 博 行
監 査 委 員

事 務 局 長
岡 崎 忠 幸
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３．本会議の事務に従事する者は次のとおりである。

以上報告する。

令和３年８月18日

士別市議会議長 遠 山 昭 二

────────────────────────────────────────

○議長（遠山昭二君） それでは、これより議事に入ります。

日程第１、会期の決定についてを議題に供します。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りと決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（遠山昭二君） 御異議なしと認めます。よって本臨時会の会期は本日１日限りと決定いたしまし

た。

────────────────────────────────────────

○議長（遠山昭二君） 次に、日程第２、議案第９５号 士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の

促進に関する条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。

提案者の説明を求めます。藪中市民自治部長。

○市民自治部長（藪中晃宏君）（登壇） ただいま議題となりました、議案第９５号 士別市廃棄物の適

正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について、その概要を御説明申

し上げます。

今回の改正は、家庭から指定ごみ袋で排出される一般ごみや生ごみなどの一般廃棄物処分手数料に

ついて、現行の指定ごみ袋１枚当たりの容量ごとから容量１リットルにつきへ基準単位を改め、同表

における粗大ごみや、し尿処理手数料と同様の金額表記とし、今後も市民要望を的確に把握し、新た

に製作する指定ごみ袋の販売にも即応できるよう、所要の改正を行うものです。

新たに製作した指定ごみ袋の容量が、納品された時点では１枚当たりと規定していた手数料に示さ

れていなかったため、納品日の令和３年７月19日に遡及して適用しようとするものです。

よろしく御審議の程、お願い申し上げます。 （降壇）

○議長（遠山昭二君） 質疑に入ります。

御発言ございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（遠山昭二君） それでは、これより採決に入ります。

本案については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（遠山昭二君） 御異議なしと認めます。

よって、議案第９５号は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────────

○議長（遠山昭二君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。

令和３年第６回臨時会はこれをもって閉会いたします。

御苦労さまでした。

議 会 事 務 局 長 穴 田 義 文
議 会 事 務 局
総 務 課 長

岡 崎 浩 章

議 会 事 務 局
総 務 課 主 査

中 井 聖 子
議 会 事 務 局
総務課主任主事

駒 井 靖 亮
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（午後１時３４分閉会）
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以上、本会議のてん末を記載し、その相違なきことを証するため、ここに署名する。

令和３年８月18日

士別市議会議長 遠 山 昭 二

署 名 議 員 谷 守

〃 丹 正 臣

〃 国 忠 崇 史
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令和３年第６回臨時会議決結果表

令和３年 ８月１８日 開会

令和３年 ８月１８日 閉会

議 案

番 号
件 名 議決月日 結 果

会期の決定について 8月 18日 決 定

議 案

９５

士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進

に関する条例の一部を改正する条例について
〃 原案可決


